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区におけるプラスチック削減の取り組みについて 

 

 

 区では、品川区環境基本計画（令和 5 年 3 月改定）において、プラスチック焼

却時の温室効果ガスの排出や、マイクロプラスチックによる海洋汚染を課題と

捉え、基本目標のひとつを「持続可能な循環型都市を実現する（資源循環）」と

して、使い捨てプラスチックの削減および資源リサイクルの推進に係る取り組

みを進めることとしている。 

今後も、循環型都市の実現をめざし、プラスチックごみ削減、資源のリサイク

ルについて、民間事業者等とも連携しながら様々な取り組みを推進していく。 

 

１ 国の動向 

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（令和4年4月1日施行）

プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進する。 

＜基本方針＞ 

 プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計 

 ワンウェイプラスチックの使用の合理化 

 プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等 

 

２ 区の取り組み 

（１） ペットボトル等の使い捨てプラスチックの使用抑制 

   マイボトル用給水機の区有施設への設置、民間施設への設置助成の実施 

（２） 資源プラスチックの回収 

・プラスチック製容器包装および製品プラスチックを区内全域で資源回収 

・資源・ごみの適正な分別・排出の啓発 

（３） 環境学習交流施設における環境教育・民間技術の普及促進 

・海洋プラスチックごみの現状やプラスチックの削減について学ぶ講座

や展示の実施 

・「紙製人工芝」をキッズスペースに常時敷設する他、イベント等での活

用により普及を図る 
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